
審理事務研修II

グループ通算制度の概要について

※ 音声のボリュームは、各自のパソコンで設定・調整してくださし
（音声が聞こえない場合は、ヘッドホンやパソコンの設定が『消音』になっていないか確認t、
確認方法：スタート⇒設定⇒システム⇒サウンド⇒ボリューム： x印は消音．スライドを
解除する。）

※ 一時停止する場合は右クリックし、 「一時停止」を選択してくだ
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1 グループ通算制度とは

〇 グループ通算制度の概要

(1) 適用開始時期

． 令和2年度税制改正により、連結納税制度から移行

． 令和4年4月 1日以後に開始する事業年度から適用

(2) 制度の概要

・ 完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位として、

人税額の計算並びに申告は各法人が行うが、同時に企業グループの一体性か

かも一つの法人として捉え、企業グループ内で損益通算等の調整を行う。

・ 後発的に修更正事由が生じた場合、原則、他の通算法人の税額計算に反
い（遮断措置）。

・ グループ通算制度の開始・加
組織再編税制と整合性が取れている。

0連結納税制度とグループ通算制度における主な相違点

項目 連結納税制度

損益通算及び欠損金 1連結グループの連結所得は、グループ内 欠損金額が生じた通算法人の欠損金額と所
の通算 言詈人碩別所得鐸を合算して計IS:閂怠竺じた通算法人の所得金額を損益

申告・納税方法 連結親法人が申告及び納付を行う。
各通算法人を納税単位として、各通算法人
が個別に申告及び納付を行う。

連結グループ内の一の法人で修正•更正
修正•更正の取扱い I 事由が生じた場合、連結所得金額及び法

人税額の計算に反映させる仕組み．

修正•更正により通算前所得（欠損）金額
が当初申告から変更となった場合、原則と
して、損益通算できる損失等の額を当初申
告額に固定することにより、通算グループ
内の他の法人の所得金額及び法人税額の計
算に反映させない（遮断措置）。
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゜
グループ通算制度のイメージ

完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に

法人税額の計算及び申告、グループ内で損益通算及び税額控除計算を調整

連結納税制度
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グループ通算制度に係る個別照会への当面の対応について（指示）

（趣旨）
連結納税制度からグループ通算制度に移行したことにより、完全支配関係にある企業グループ内の各法

て、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行うことから、グループ通算制度に係る個別照会があった場
整備を図るものである．

ー 基本的な対応
通算親法人又は通算子法人（以下「通算法人」という．）から通算制度個別照会（注）があった場合1

の所轄署法人課税部門において回答する。
なお、相談指針等におし

しないこととしているが、
会があった場合には、通算親法人の所轄署において対応することとして差し支えない。

おって、グループ通算制度の承認申請や確定申告書の提出期限の延長に係る申請など、通算親法人
いる各種申請に関する通算制度個別照会については、涌箆親法人の所轄署法人課税部門が通算親法人か
する。
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具体的な対応
通算法人の所轄署は、通算制度個別照会についてそれぞれ次のとおり対応する．
なお、通算制度個別照会に対しては、原則として、審理専門官又は畜理担当官（以下「審理専

会法人に回答する。
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通算法人に係る当面の事務実施要領について（指示）

6 仮計算決議書等の作成
(1) 調査対象法人所轄部署

調査対象法人所轄部署（通算法人のうち調査を実施した法人を所轄する部署をいう。以下同じ。）
項の内容（金額及び理由を含む。）を整理し、 KSKシステムや通算オープンシステム等により、
ち必要なものを作成し、審理担当官の審理を了するほか、署の幹部による事前審議を必要とする場
審議会に付議した後、所要の決裁を了する。

8 遮断措置判定及び全体再計算
(1) 遮断措置判定

親法人所轄部署は、上記7「仮計算決議書等の取りまとめ」で取りまとめた書類を基に、 「遮断り
計算判定表」 （様式11)や通算オープンシステムを活用するなどして遮断措置判定を行い、次のイJ
定める書類により親法人所轄部署の審理担当官の蕃理を了する。
なお、遮断措置判定の結果、全体再計算を行う必要がある場合は、下記(2)で作成する資料につし〉

下記11(1)イ(D)に従い作成した外国税額控除に係る固定措置判定に関する書類についても、―`
審理を了することに留意する。
おつて、損益通算の濫用防止規定（法第64条の5第8項）の適用についての判定が必要

署において行う。

グループ通算制度について

1 グループ通算制度とは

2 グループ通算制度に係る申請・申告等

3 グループ通算制度における所得金額及び法人税額の言
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2 グループ通算制度に係る申請・申告等

〇 適用対象法人

・ 内国法人及びその内国法人との間にその内国法人による完全支配関係が
の内国法人の全てが国税庁長官の承認を受ける必要がある。 し

・ 適用対象法人は、親法人（普通法人又は協同組合等のうち、次頁①から1

の法人のいずれにも該当しない法人）及びその親法人との間にその親法人l
完全支配関係がある他の内国法人（次頁③から⑦までの法人以外の法人）
（法64の9①)。

2 

下表の法人はグループ通算制度の適用を受けることができない。

① 清算中の法人

② 普通法人（外国法人を除く。）又は協同
組合等との間にその普通法人又は協同組合
等による完全支配関係がある法人 ． 

③ 通算制度の取りやめの承認を受けた法人でその承認日の属する事業年度終了の日の翌日
以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人

④ 青色申告の承認の取消通知を受けた法人でその通知を受けた日以後5年を経過する日の
属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人

⑤ 青色申告の取りやめの届出書を提出した法人でその提出をした日以後1年を経過する日
の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人

⑥ 投資法人、特定目的会社（これらに類する一定の受託法人）

⑦ その他一定の法人（普通法人以外の法人、
破産手続開始の決定を受けた法人等）

5
 



2
 

゜
通算の対象となる完全支配関係（通算完全支配関係）

※通算親法人P社は、

普通法人S5社を除き、

「完全支配関係」を有

している。

点線の枠内の法人は、

「通算完全支配関係」

を有している。

＜鵡..,. <置か
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゜
通算の対象となる完全支配関係（通算完全支配関係）

・ 「完全支配関係」とは、一の者が法人の発行済株式等
接若しくは間接に保有する一定の関係又は一の者との間に
係がある法人相互の関係をいう（法2十二の七の六）。

・ 「通算完全支配関係」とは、
完全支配関係（通算除外法人及
に限る。）又は通算親法人との間にその完全支配関係があ
法人相互の関係をいう（法2十二の七の七）。
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゜
申請

申請期限

原則として、親法人のグループ通算制度の適用を受けようとす
業年度開始の日の3月前の日（法64の9②)

゜

申請者、申請先

親法人及びその親法人との間にその親法人による完全支配関係が

内国法人の全ての連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務

由して、国税庁長官に提出（法64の9②)

承認（みなし承認）

グループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始のE
でにその申請につき通算承認又は却下の処分がない場合、親法人及i
人との間にその親法人による完全支配関係がある他の内国法人の：―

その事業年度開始の日において通算承認があったものとみなさャ

力が発生（法64の9⑤⑥)
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② 青色申告の承認の取消しの通知を受けたこと（法“の10⑤、法127)

※ 自ら青色申告の取りやめはできない（法128).

③通算親法人の解散（法64の10⑥-)

④通箋親法人が公益法人等に該当することとなったこと（法640:>10@二）

⑤通算親法人と内国法人（普通法人又は協同組合等に限る。）との間に当該内国法
人による完全支配関係が生じたこと（法“の10@三）

⑥通算親法人と内国法人（公共法人又は公益法人等に限る。）との間に当該内国法
人による完全支配関係がある場合において、当該内国法人が普通法人又は協同組合
等に該当することとなったこと（法64の10@四）

⑦通算子法人の解散（合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。）又は残余
財産の確定（法6MD10@五）

⑧通算子法人が涌算親法人との間に当該涌竃親法人による通算完全支配関係を有し
なくなったこと（法“の10@六）

⑨ ⑦⑧の事実又1お璽算子法人について②により通算承認が効力を失ったことに基因
して通算法人が通算親法人のみとなったこと（法64の10@七） ， 

①やむを得ない事情があり、 「グルーブ通算制度の取りやめの承認の申請書」を提
出し、国脚釘畏官の承認を受けたこと（法640)10(!）～④）
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〇 申告

・ 通算グループ内の各通算法人を納税単位として、各通算法人が法人

び申告を行う（法74①)。

・ 資本金（出資金）が1億円超であるか否かにかかわらず、 e-Taxによる

有り（法75の4①②、規36の4)。

• 各事業年度終了の日の翌日から2月以内に申告（法74①)。

〇 申告期限の延長の特例（申請手続）

通算法人が通算承認前に「定款の定め等による申告期限の延長の特例の，
承認を受けていた場合、通算制度の承認により、通算承認前の期限延長の特例l
力は失われることとなる（法75の2⑪五）。
そのため、通算承認後、適用を受けようとする事業年度終了の日の翌日か

以内に通算親法人から改めて申請が必要となる（延長の特例は全ての通
用される） （法75の2③⑪ー、二、三）。

〇 申告期限の延長の特例（延長期間）

申告期限の延長期間は、以下の場合によりそれぞれ異なる（法75の

① 定款等の定め又は特別の事情により事業年度終了の日の翌日から 2月以内
に株主総会が招集されない常況にあり、又は通算法人が多数に上る等の理由
により事業年度終了の日の翌日から 2月以内に申告できない常況にあると認
められる場合→ 2月

② 会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより事業年度終了
の日の翌日から4月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあ
ると認められる場合→ 4月を超えない範囲で税務署長が指定する月数

③ 特別の事情により事業年度終了の日の翌日から4月以内に決算についての
定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認
められる場合→ 税務署長が指定する月数
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〇 事業年度

通算子法人の事業年度（法14③)

通算親法人の事業年度開始の時にその通算親法人との間に通算完全支配関係ガ
通算子法人の事業年度

→ 涌算親法人の事業年席開始の日に開始する

通算親法人の事業年度終了の時にその通算親法人との間に通算完全支配関係が
通算子法人の事業年度

→涌篤親沫人の事業年席終了の日に終了する

⇒ 通算親法人の事業年度＝通算子法人の事業年度

□ 
□塁□

通算親茫人の
事業年度開始の時 ~2.4.l

事業等虔塁！

長叩．引、西9芦

X2. Ll 
会lt.,閃

（立．1．1~X9.l2.31) X3●1.1 

0 加入・離脱に係る事業年度の特例

・ 次の事実が生じた場合には、その事実が生じた内国法人の事業
それぞれ次に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、
国法人の合併による解散等の場合を除き、それぞれ次に定める日カ
始する（法14④)。

① 内国法人が通算親法人との間にその通算親法人による完全支配．，＾一
を有することとなったこと
→ その有することとなった日（加入日）

② 内国法人が通算親法人との間にその通算親法人による通算完全：
係を有しなくなったこと
→ その有しなくなった日（離脱日）

，
 



加入 (X2.7.1)の場合

ロ塁五］

逗

訟．4`1 

事業年度（立．l.l~X2.6.30) 

•ハ…·"●●●●凸．．．．“．．．．．．．．．．．．．．．．．． 会計n閏
X2. 1. l 匹 L1~~X21231)

離脱 (X3.2.15)の場合

□
 日

X2.4. l 

2
 

通算制度の規定を
遠しないで申告

事業年度 (X3.2.16~X3.!2.3l)

会計期Ill
“3ふl~n.l広3l)
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〇 グループ通算開始・加入に伴う資産の時価評価及び欠損金・含

グループ通算制度の適用開始、通算グループヘの加入時において、

産の時価評価課税や欠損金の切捨て等の制限がある。

時価評価除外法人

1 適用開始時の時価評価除外法人（法64の11①)
(1) いずれかの子法人との間に完全支配関係の継続が見込まれる親法人
(2) 親法人との間に完全支配関係の継続が見込まれる子法人

2 加入時の時価評価除外法人（法64の12①)
(1) 通算グループ内の新設法人
(2) 適格株式交換等により加入した株式交換等完全子法人
(3) 通算グループヘの加入の直前に支配関係がある法人で、下記Aの要件の全てに

A 通算親法人との間の完全支配関係の継続要件、加入法人の従業者継続要件、
の主要事業継続要件

(4) 通算親法人又は他の通算法人と共同で事業を行う場合に該当する一定の星
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〇 グループ通算開始・加入に伴う資産の時価評価及び欠損金・含み損
・時価評価除外法人の欠損金額の切捨て等

時価評価除外法人（親法人との間の支配関係が5年超の法人等一定の法人を除く
通算制度の適用開始又は通算グループヘの加入前の欠損金額及び資産の含み損等の
は、次のとおり、時価評価除外法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として
場合に該当しないときは、欠損金額の切捨てのほか、支配関係発生日以後5年を経過
発生日以後3年を経過する日とのいずれか早い日まで一定の金額を損金不算入又は損
外とする等の制限がある。

① 支配関係発生後に新たな事業を「虹ム 9 七担＾‘―’→ 士—••ば～庄如ヽー

係発生前から有する一定の資産の，
に、支配関係発生前から有する一
る（法57⑧、 64の14①)。

② 多額の償却費の額が生ずる事業年度に
対象外とされたドで，特定欠損命額Kされ

③ 上記①又は②のいずれにも該当
関係発生前から有する一定の資産

たドで特宇欠揖令額卜古れる（，ムv~vハハジヽ V~VJヽ辺ーI•

〇 通算開始・加入に伴う資産の時価評価及び欠損金・含み損の持込み

時価評価法人の欠損金額の切捨て

時価評価除外法人以外の法人（時価評価法人）のグループ通
の適用開始又は通算グループヘの加入前において生じた欠損金―-
原則として、ないものとする（つまり、切り捨てられる） （法57I
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〇 通算開始・加入に伴う時価評価及び欠損金・含み損の持込み制

隣＝

磁鳩『た勺＂『霊●麟鰤 Lた蟻●の“"""0)
．＜鵡力鐸生•たそ‘”’"m戴T纏の暉綸 9

女 A支配関係発生以後5年経過する日とB通算開始・加入以後3年経過する日のうちいずれか早し

〇 通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価•投資簿価修正
含み損のある資産を有する法人が離脱する場合

グループに残る法人 ⇒ 躙する法人の株式を売却することによる譲渡損］
離脱した法人 ⇒ 資産の含み損（譲渡損）

離脱時に時価評価•投資簿価修正すること

・ 離脱に伴う時価評価
通算グループから離脱等により通算承認の効力を失う通算法人が、次の要件に該

場合には、通算終了直前事業年度において、その有する一定の資産について時価訳
り評価損益の計上を行うこととされる（法64の13①)。

① 通算終了直前事業年度終了時前に行うキ蓉な事業が
ていないこと（純資産の含み損がある場合を除く。）。

② その通算法人の株式又は出資を有する他の通算法人において涌算終了直再、7
なお、対象資産は、帳簿価額が10億円を超える一定の資産のうち譲渡等に

が生ずることが見込まれているものに限定される。

※ 通算制度への開始・加入後損益通算をせずに2月以内に通算グループ
通算子法人など一定の法人は時価評価の対象から除かれる。

12 
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゜
通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価•投資簿価修正
投資簿価修正（法令119の3⑤)

=[=: 簿価純資産価額
に相当する金額 ＝：］ 

子論人●●鱈l匹 "“E●9コば●●

塵鴫m麟 9こ帽ヨする拿麟配．子磁

As... .. ―櫨口肇纏9二出算 9欠•

・配●は●算） ＜＂冑●●后＞

⇒ 緯諷●益•"算嶋9a"●●●が
＊書くなり、鑓攣肇の饂が減少

“°""""’"得●這u

戸
I 韓糟した隕”'こ”5•綱 1 

X 

〇子心Sの鰊式●グ几rーブ外l畠鴫
など子葦ASの●孵＂● 9二子肇人囀
式の鰭鸞●●と子這,AO)輝●●●攀
...と．．．．栢●＂し撼●鰭●●
●鑓｛すなわちm諷賓廣珊反攣鶴9
9二禽わ甘•⇒ "●●●＂＇二万●輝
諷されクいこととな•

r・・------------------------------------------つ
9 麻式のぶ資●ーぶ演刃価ー讀讀9“̀ “ 論`細緬） ， 

t•一•------------三•-.」
； 詫 99，，良益→置奴吋”→m鵞怠饂く鍼●賓●9

i...＿．．．．．．」．竺竺竺竺•竺？ロデ？．．

゜
グループ通算制

通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価•投資簿価修正
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損失の2回控除
①株式譲渡による
②資産譲渡（一

1 離脱時時価評価により、②資産譲
渡による譲渡損を評価損として計上

2 投資簿価修正により、①株式譲渡
による譲渡損が生じない

結果、評価損のみ損失計上されること
から、損失の2回控除は生じない

13 



グループ通算制度について

ー グループ通算制度とは

2
 

グループ通算制度に係る申請・申告等

3
 

グループ通算制度における所得金額及び法人税額の計：

3
 

グループ通算制度における所得金額及び法人税額の計算等

受取記当等の益金不算入
（負債利子の額の計算）`

交際胃等の損金不算入
（中小法人の判定）

など

ての選算法
人の場合は

14 
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〇 損益通算

所得事業年度の損益通算による損金算入
通算グループ内の欠損法人の欠損金額の合計額が、所得法人の所得の

計額を限度として、その所得法人の所得の金額の比で各所得法人に配賦さ
ロラタ方式）、その配賦された通算対象欠損金額が所得法人の損金の額に
れる（法64の5①)。

※ 通算対象欠損金額（法64の5②)

①他の通算法人の基準日に終了する事業
年度において生ずる通算前欠損金額の X 
合計額（その合計額が③の金額を超え
る場合は③の金額）

②通算法人の所得事業年度の通算前所得金額

R通算法人の所得事業年度及び他の通算法人の基準
日に終了する事業年度の通算帥所得金額の合計額

【参考】

1 所得事業年度とは、通算前所得金額の生ずる事業年度（その通算法人に係る通算親法人の事業

年度終了の日に終了する事業年度に限る。）をいう．

2 通算前所得金額とは、損益通算及び欠損金の控除前の所得の金額をいう．

3 通算前欠損金額とは、損益通算前の欠損金額をいう。

3
 

〇 損益通算

欠損事業年度の損益通算による益金算入 ， 

所得法人において損金算入された金額の合計額と同額の所得の金額が
法人の欠損金額の比で各欠損法人に配賦され（プロラタ方式）、その
た通算対象所得金額が欠損法人の益金の額に算入される（法64の5③),0

※ 通算対象所得金額（法64の5④)

、ぶ

＼心

＼，二：

ン、；、`
【参考l

ィ、~へ‘9 ^:9グ

欠損事業年度とは、通算前欠損金額の生ずる事業年度（その通算法人に係る通算親法人の

事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。）をいう。 ， 

①1i1lu)通算法人の基準日に終Tする事業
年度の通算前所得金額の合計額（その X 
合計額が③の金額を超える塙合は＠の
金額）

R 通算法人の欠損事業年度の通算前欠捐金額

③通算法人ux欠損賽業年度及び他の通算法人の基浮
Uに終了する事業年度の通算前欠損金額の合計額

15 
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〇 計算例

1 通算前所得金額の合計額が通算前欠損金額の合計額より多い場合

P社（親） SI社（子） S2社（子） S3社（子）

[ 、500 | 1： ・所得四1 |女…四illI次!“叫
及び欠損をそれ

|唸=宮|

|: mI25 | 1;/ / 5 | に欠諷→り
塾計算（所得X税率）等

3
 

〇 計算例

2 通算前欠損金額の合計額が通算前所得金額の合計額より多い場合

P社（親） SI社（子） S2社（子） S3社（子）

I9 ：所得200| |‘頂moo| 1:mm59CI  lぷ員心叫
ループ各社の所得及び欠損をそれぞれ

I； 店＝屯寄‘: | 
墾益遍算（欠損金額0)-比によ9)9他社へ渡す竺覆〇額を

三 三：直直
，，計算等 I 
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〇 計算例
1 通算前所得金額の合計額が
通算前欠損金額の合計額より多い場合

申告書記載例

※ 記穀方法が回袖にめる法人の記諷例を省略しています．
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3
 

〇 遮断措置（法64の 5⑤)

・ 通算法人の当初申告における損益通算前の所得（欠損）金額の計算に
あった場合でも、各通算法人において損益通算の再計算は行わず、誤りが店
通算法人についてのみ修更正を行う措置 こ

※ 期限内申告をしなかった通算法人は、他の通算法人との損益通算はできない
損益通算の計算において、期限内申告をしなかった通算法人の通算前所得（．

金額は零となり、損金の額又は益金の額に算入される金額はないこととなる
（法基通12の7-1-2)。

17 
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〇 計算例（遮断措置）

・ 調査の結果S2社の所得が250増加した場合

P社（親） SI社（子） S2社（子） S3社（子）

|: m細 0、:|1: m3、;1 卜紐“匹1卜這が町
通算剪所得（欠損l金額

（当初申告l

通算前所得（欠損l金額
（正当金額l

逼算詞所得金額合計額

計額

額

頑

竺上竺
800 

▲ 315 1 ▲ 996 

※所●計(800)が欠●計（●“刀）を趨えることか

楓益遁翼復

I各膏畏1,2•：ーI~,'1•:_1 |2田釘I卜次圧刈
の算得x視寧等

•M税

親法人

P社 lS1社

細 l,00

S2社の通算酌所得（欠損l金額が簡阻内
申占の五顛（'200)Iこ固定されることに
より通算対象欠損（所得l金穎が期限内申
告の金額に固定される．

〇 遮断措置の不適用（全体再計算）

次の 1から 3までに掲げる要件の全てに該当するときは、遮断措置（

（法64の 5⑥、令131の7①)。

1 損益通算を行う各通算法人の事業年度の全てについて、期限内申告書にその事業年度の所
得の金額として記載された金額が零であること又は期限内申告書にその事業年度の欠損金額
として記載された金額があること［要件1】

2 損益通算を行う各通算法人の事業年度のいずれかについて、期限内申告書に添付された書
類にその事業年度の通算前所得金額として記載された金額が過少であり、又は期限内申告書
に添付された書類にその事業年度の通算前欠損金額として記載された金額が過大であること
［要件2】

3 損益通算を行う各通算法人の事業年度のいずれかについて、全体再計算の各規定（※）を
適用しないものとして計算した場合におけるその事業年度の所得の金額が零を超えること
【要件3】

（※） 損益通算の全体再計算（法64の5⑥)、欠損金の通算の全体再計算（法64の7⑧)、
関連法人株式等に係る配当から控除する負債利子の全体再計算（令19⑦)及び交際費等
の損金不算入制度における全体再計算（措法61の4③四）の規定をいう（令131の7①)

このほか、遮甑追
令体再計算措置が可能（法64の 5⑧、 64の7⑧二）

18 
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゜
計算例（遮断措置の不適用（全体再計算））

調査の結果S1社の所得が50増加した場合

凸占控］虐占世］i' 7蚤It ,. 慣をれぞ合算
遍算蔚所得（欠績）＊額

（当初寧皇）

遍算鶴屑得（欠績）金額
（；；当傘輯）

遍算諭所得會饂合1t頴

逼算麟欠損倉麟合竺額
饂

詈
200

槙益遍算復

ロ □ 目ほ
の計算雙 螂内申告所得金額＝0

期限内甲告ク慣令精拿り

岬問嘉員金算入額“叩こ固定して1t算した場細）所得金額 50>0
9It算l

通算蔚所得｛欠損）金翡{iE当金顧） 4印

通算対象欠綱金額“｀金算入翡l •«刀
捐＃溝胃後は紐h) ” 

3
 

グループ通算制度における所得

゜
設例（損益通算）

親法人 子法人

P社

（期限内）

Sl社

（期限内）

S2社

（期限内）

S3社

（期限後）

通算前所得（欠損）金額

（当初申告）
1,200 300 ▲900 ▲800 

調査による増差所得 300 
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゜
解答（損益通算）

親法人 子法人

（当初申告） P社 S1社 S2社

（期限内） （期限内） （期限内）

通算前所得（欠損）金額 1,200 300 4900 

損通算前所得金額の合計額 1,500 

益通算前欠損金額の合計額 4900] 

通 通算対象所得金額 9001 
I I 通（益算対金象算所入得）金額 通算対象欠損金額 1'7201 1'180 

損益通算後所得（欠損）金額 4801 120 〇|
(S 2社）

通（900損算対金X象算,00入欠/損）,00金額a,OO ［ 親法人 子法人

（修正申告） P社 SI社 S2社 $3社

（期限内） （期限内） （朋限内） （期限後）
(P社）

通算蔚所得（欠損）金額（当初申告） 1,20-0 300 ▲900 ▲800 ..a. 900x1,20011,500 =..a.no 
調査による増差所得 300 

(S1社）
通算蔚所得｛欠損）金額｛正当金額） 1,20-0 300 .I. 600 A9()()X300/1,500= A 180 
損 通算前所得金額の合計額 1,500 

益 通算前欠損金額の合計額

通 通算対象所得金額

算 通算対象欠損金額 l ▲1201 ▲1801 

損益通算後所得（欠損）金額 l 4801 1201 300 

〇 欠損金の通算

欠損金額をその発生する事業年度内で損益通算しきれない場合（繰越
発生する場合）
⇒ 繰越欠損金の控除（法57①)の適用を受ける事業年度（適用事業年度

いて、その繰越欠損金や損金算入限度額を通算グループ内の各通算法人
賦

※ 期限内申告存しなかった涌算法人は、配賦不可（法64の7⑩)

． 繰越欠損金の種類

①特定欠損金額

時価評価除外法人の最初通算事業年度開始の日前10年以内に開始した各
年度において生じた欠損金額等をいう（法64の7②)。
⇒ グループ内での配賦不可

②非特定欠損金額

特定欠損金額以外の欠損金額をいう。
⇒ グループ内での配賦

20 
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グループ通算制度における

゜
欠損金の通算

＊ 発生事業年度の古い繰越欠損金から手順1• 2を繰り返す。

手順 1

手順2

自己の損金算入限度額（欠損控除前所得金額の50％相当額、中小等は1
係なく、自己の控除前所得金額の範囲内で控除 ： 
※ 通算グループ全体の特定欠損金額が通算グループ全体の損金算入付
する場合、特定損金算入限度額（法64の7①三イ）の範囲

凶

損金算入限度額＝欠損控除前所得金額の50%（中小等は100%)-

3
 

゜
欠損金の通算

［特定・非特定欠損傘額の当期控餘額のIt算（イメージ

『 一 ク忠ば笠Z厚

公芯；ば出？虞欠綱金控鎗鑽
麟ヽ 9 //1，，比で犀It

次Ill量這鹸麟 I 
紐欠鑽・麟{“)から
(J)茫紺鹸した裏鑽●鰻
度）に精定綱重鼻入謂
，，を晨じて“鼻

欠讐會神諭
讐所得彙麟

欠蝸金撫馳
薗屑得金額

(Al 

X→2期に生じ X•1 
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゜
欠損金の通算

特定損金算入限度額
各通算法人の損金算入限度額の合計額を各通算法人の特定欠損金額のうち

赳拉除前の所得金額に達するまでの金額の比で配賦した金額（法64の7①三

特定損金算入限度額

~ ① 

＝ 
その通算法人の 10年内

事業年度 (X年度）の特定 X

欠損金額微1)

②各通算法人の適用事業年度に係る

損金算入限度額の合計額（※2）

③各通算法人の 10年内事業年度

(X年度）に係る特定欠損金額

紐l)の合計額

(※1) 適用事業年度の欠損控除前所得金額を限度

(※2) より古い 10年内事業年度 (X-1年度以前）の欠損金額で当期に控除される金額がある場合にはその金額を
ll 

控除後の残額

(※3) r②の金額／③の金額＞ 1Jとなる場合には、その割合を1として計算する．

3
 

゜
欠損金の通算

特定損金算入限度額

6. 
芦じロロ冒□古ニコ]¢—

古芦＊定欠”四＆ 躙：：：額

1,200 600 500 JOO 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． 

な 叫パ瓢□□吋ニ
で屯ゲ 特：欠蝸算呼

......................... 

芦 □声［口遷
名竺乎？：泣＆

函

｛下記＝--一---

＇ 

i,.ぶII
惰ら謀印睾・il'昌各ぢ霊金：

I 

＇ 

I 

-. 
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〇 欠損金の通算

非特定損金算入限度額
非特定欠損金額は通算グループ全体で配賦できるため、 10年内事業年

て生じた通算グループ全体の非特定欠損金額を各通算法人に配賦して非特
金額を計算し（以下の（1))、非特定欠損金額のうち、非特定損金算入限度
の金額を控除する（次頁の (2))。

(1) 非特定欠損金配賦額（法64の7①ニハ、三口）の計算

各通算法人の10年内事業年度
非特定欠損金配賦額 ＝ （X年度）に係る X 

非特定欠損金額の合計額

その通算法人の適用事業年度の
損金算入限度額（※）

各通算法人の適用事業年度に係る

損金算入限度額（※）の合計額

（※） より古い10年内事業年度 (X-1年度以前）の欠損金額及び10年内事業年度 (X年度）の
特定欠損金額で、当期に控除される金額がある場合にはその金額を控除後の残額

3
 

〇 欠損金の通算

非特定損金算入限度額

(2) 非特定損金算入限度額（法64の7①三口）の計算

非特定損金算入

限度額

② 各通算法人の適用事業年度に係る

損金算入限度額の合計額（※1)

X 
③ 各通算法人の 10年内事業年度 (X

年度）に係る特定欠損金額以外の

欠損金額の合計額

(※1) より古い10年内事業年度 (X-1年度以前）の欠損金額及び10年内事業年度 (X年度）の特定

欠損金額で、当期に控除される金額がある場合にはその金額を控除後の残額

(※2) f②の金額／③の金額（以下「非特定損金算入割合」といいます。） ＞1」となる場合には、その

割合を 1として計算します。

＝ 

① その通算法人の 10年内事

業年度 (X年度）の非特定

欠損金額
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〇 欠損金の通算

非特定損金算入限度額

芦口□□
芸『店•.t 糟江•：出＆
1,200 600 ,00 1IOO 

右叶□饂〗
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3 グループ通算制度における所得

〇 グループ遍算“度の遍J11法人の繰越控餘の対象となる各事集年度において生じた欠損金韻は、欠損金額の覺生事累年度ごと
に、イと口の合計襲（ハが生ずる場合は9ヽ を加算、二が生ずる湯合は二を箆餘）とする．
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3 グループ通算制度における所得

〇 翌期繰越欠損金の計算

翌期繰越欠損金 ＝ 前事業年度の翌期繰越欠損金 一

※ 損金算入欠損金額（法64の7①四）

その通算法人の10年内事業年度にお その通算法人の10年内事業
いて生じた特定欠損金額のうち、特定 ＋ 

損金算入限度額に達するまでの金額
（法64の7①四イ）

て生じた特定欠損金額以外の：
に非特定損金算入割合を乗じて
た金額（法64の7①四口）

ゞ／‘/／

〇 欠損金の通算の遮断措置（法64の7④、⑤)

・ 通算法人の繰越欠損金の損金算入額を計算するための自己の
（その通算法人の損金算入限度額や繰越欠損金など）が変動する

当初申告で他の通算法人との間で授受した非特定欠損金額及び損
限度額を固定する調整をした上で、自己のみで繰越欠損金の損金
を再計算

→ 次の(1)及び（2）の合計額が損金の額に算入される（法64の7⑤)

(1) 当初申告における被配賦欠損金控除額（法64の7⑤-)

(2) 自己のみで再計算した場合における繰越欠

（法64の7⑤二）

25 



3
 

グループ通算制度における所得

゜(1) 
欠損金の通算の遮断措置

当初申告における被配賦欠損金控除額（法64の7⑤-)

扱記賦欠損金控除額 ＝ 被配棋欠損金遵 （滅1) ' 非特定損金算入割合（東2)

儲“の1(!)三口） （法64の1(!)ニヽヽ）

(※1)ヽ 挟紀阻欠浜金類と19井持定欠損金記賦韻が自己の持定欠損金額以外の欠損金額を超える場合の、その超える

部分の金譲をいい、他の通算法人から持定欠損金以外＂欠損金額，，配鼠を受けた金額をいう．

，，お、非椅定欠摂全記拭摂とは、次の算式によリ計算した金類をいいます．

各通算法人の10年内事菜年度 （濠3)
その通算法；；の適Ill事業年度の損金算入隈度頷

紐鯰損記竣頷＝ （X年度）に保る特定欠損金 x
以外の欠損金額の合計綱 各通算法人の遺用事棄年度に係る損金算入議度額

（棗 3),,ら'•t磁

(※2) 非持定損金算入割合とは次の算式により計算した割合をいいます．

各過算法人の適用事業年度に係る損金算入限度額の合計頷(※3)

籍蹟雑入割合一

各通算法人の10年内裏攘年度 (X年度）に係る特定欠損金額以外
，，欠損金額，，合計額

(※3) より古い1呼乎渭業年度 (X-1年度以前）の欠損金額及び1...内事業年度（X年度），，特定欠損金額で、

当期控絵される金額がある湯合にはその金類を控除後の残額

3
 

グループ通算制度における所得

゜(2) 

欠損金の通算の遮断措置 ？＇ 

自己のみで再計算した場合における繰越欠損金の損金算入額（法64

のうち調整後の損金算入限度額（②)に達→ 調整後の繰越欠損金（①）
での金額

①
 

②
 

調整後の繰越欠損金
・・・自己の繰越欠損金から、当初申告において他の通算法人に配賦

金算入された繰越欠損金を控除した金額

た

'~  

調整後の損金算入限度額
・・・修更正後の損金算入限度額に一定の調整を行った金額

26 
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グループ通算制度における所得

゜
欠損金の通算の遮断措置

自己のみで再計算した場合における繰越欠損金の損金算入額（法64,(2) 

①
 

調整後の繰越欠損金

自己の繰越欠損金 当初申告における配賦欠損金控除額

配賦欠損金額（※ 1) X 非特定損金算入割合（※2)

（法64の7①二二） （法64の7①三口）

(※ 1) 配賦欠損金額とは非特定欠損金配賦額（※2)が自己の特定欠損金額以外の欠損金額に

満たない場合の、その満たない部分の金額をいい、他の通算法人に特定欠損金以外の欠損金
額を配賦した金額をいう．

配賦欠損金控除額

(※ 2) 

＝ 

非特定欠損金配賦額及び非特定損金算入割合については、 51ページ11)の算式を参照

3
 

グループ通算制度における所得

〇 欠損金の通算の遮断措置

再計算した場合における繰越欠損金の損金算入額（法64l

②
 

調整後の損金算入限度額

修更正後の損金算入限度額 ＋ 当初損金算入超過額

被配賦欠損金i,

修更正の際には、次のイ～ハは、当初申告の金額に固定される。 芝

イ 他の通算法人から配賦されて使用した損金算入限度額（被配賦による
限度額の増加）

口 他の通算法人に配賦して使用された損金算入限度額（配賦による損金
額の減少）

ハ他の通算法人から配賦を受けて自己が損金算入した非特定欠損金額l;
済の損金算入限度額（損金算入による損金算入限度額の減少）

（当初損金算入不足額x損金算入不足割合）

→ 

27 



3
 

〇 欠損金の通算の遮断措置

(2) 自己のみで再計算した場合における繰越欠損金の損金算入額（法64

② 調整後の損金算入限度額 〔：更晶閂雲畠芯讐品；ぷ霜盟召呼と環欠1J1

1 当初損金算入超過額とは、次の①の金額が②の金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいいます．

① 当初申告書に添付された書類に法人税法第57条第 1項の規定により損金の額に算入される金額として記載され
た金額

② その通算法人の当初申告書に添付された書類に記載された損金算入限度額

2 当初損金算入不足額とは、上記①の金額が②の金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいいます．

3 損金算入不足割合とは、次の算式により計算した割合をいいます．

各通算法人の当初損金算入紹渦額の合計
損金算入不足封合

各通算法人の当初損金算入不足額の合計

3
 

〇 設例（欠損金の通算）

法人名

事業年度

親法人 子法人

： x：期苔誌：ょ：I : x立呈紐：1：| : x：号年：1：-1 : x：こ呑年：孟
欠損控除前所得金額

前期からの繰越欠損金

14,000 6,800 4,150 

5,700 4、850 4,600 

うち 特定欠損金額 2,200 3,050 4,600 

非特定欠損金額 3,500 1,800 

※ 本件通算法人は中小通算法人に該当しないものとする． ゜
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3
 〇 解答（欠損金の通算）

芸 S1社
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3 グループ通算制度における所得

〇 税額の計算

通算法人の適用税率

通算法人の法人税率は、通算法人ごとに次の区分に応じた税率を適用
る（法66、措法67の2、措法68).

量ニニて
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〇 税額の計算

・ 軽減対象所得令額

軽減対象所得金額とは、次の算式により計算した金額（その中小通算
が通算子法人である場合において、その事業年度終了の日が通算親法人
業年度終了の日でないときは800万円を月数あん分した金額）をいう（法
⑦、措法42の3の2③二、三）。

年所得800万円 X 

〇 税額の計算

①その中小通算法人（自己）の当該各事業年度

①の金額十②当該各事業年度終了日と同日に終

中小通算法人の事業年度の所得の金額（グルー

・ 軽減対象所得命額の計算における修l申告等による影臀の遮断措置

修正申告等により通算グループ内の通算法人の所得の金額が増減したと
しても、軽減対象所得金額は変動せず、修更正による影響が遮断されるf
置（法66⑧、措法42の3の2③二、三）

なお、転記ミスの場合には、転記先の法人は修更正の対象となる。
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〇 税額の計算

・ 軽減対象所得金額の遮断措置の不適用（全体再計算）

次の①から③までのいずれかに該当するときは、この遮断措置は適用

れず、修更正後の所得の金額に基づき各通算法人の軽減対象所得金額の

計算（全体再計算）を行うこととなる（法66⑨、措法42の 3の 2③二、

三）。

① 修更正により、通算グループ内の中小通算法人等の所得金額が期限内申告書｛
得の金額として記載された金額と異なる場合において、その記載された金額を負
対象所得金額の算式の所得の金額とみなす規定（法66⑧、措法42の3の2③二，
三）を適用しないものとしたとき、軽減対象所得金額の算式の分母の金額（各中
通算法人等の所得の金額の合計額）が800万円以下である場合

② 通算法人の全てについて、期限内申告所得金額が零又は期限内申告欠損＾
るなど一定の要件に該当する場合（法64の5⑥) ”̂. 

③ 欠損金額の繰越期間に対する制限を潜脱するためや、離脱法人に欠損金；・
せるためあえて誤った当初申告を行うなど法人税の負担を不当に減少さ坦
なると認められるため、税務署長が通算グループ内の全法人について逗
を正当額で再計算する場合（法64の5⑧)

〇 租税特別措置法等の改正

通算制度への移行に伴い、例えば、次の措置法等の改正が行われた。

①外国税額控除

② 研究開発税制

③ 交際費等の損金不算入

なお、上記以外の個別制度についても、個別計算を原則としつつ、それぞれの制
等を勘案した適切な仕組みに見直され、それぞれ必要な経過措置が講じられている．

〇 グループ法人税制等の見直し

通算制度への移行に伴い、次の制度について、グループ法人税制への移行や、単
見直しが行われた．

① 受取配当等の益金不算入制度 （持株割合の判定方法•関連法人株式等に係る目I
控除する負債利子の額）

② 寄附金の損金不算入制度（損金不算入限度額の計算式）

③ 貸倒引当金（対象となる金銭債権の範囲）

④ 資産の譲渡に係る特別控除額の特例（定額控除限度額）
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計算用紙（損益通算）
親法人 子法人

（当初申告） P社 Sl社 S2社 S3社

（期限内） （期限内） （期限内） （期限後）

通算前所得（欠損）金額

通算前所得金額の合計額

I 
通算前欠損金額の合計額

通算対象所得金額

通算対象欠損金額

損益通算後所得，（欠損）金額

親法人 子法人

（修正申告） P社 Sl社 S2社 S3社

（期限内） （期限内） （期限内） （期限後）

通算前所得（欠損）金額

（当初申告）

調査による増差所得

通算前所得（欠損）金額

（正当金額）

通算前所得金額の合計額

I 
通算前欠損金額の合計額

通算対象所得金額

通算対象欠損金額

損益通算後所得（欠損）金額



計算用紙（欠損金通算）

①欠損控除前所得金額

②前期からの繰越欠損金

うち ③特定欠損金額

④非特定欠損金額

⑤損金算入限度額

⑥特定損金算入限度額（内損金算入額）

⑦特定欠損金額損金算入後の当期の損金算入

限度額

⑧特定欠損金額以外の欠損金額

⑨非特定欠損金配賦額

⑩被配賦欠損金額

⑪配賦欠損金額

⑫非特定欠損金額

⑬非特定損金算入割合

⑭非特定損金算入限度額（内損金算入額）

欠損金額の損金算入額（内特定）

翌期繰越欠損金額（内特定）

親法人 子法人
合計



審理事務研修II

外国子会社合算税制について

※ 音声のボリュームは、各自のパソコンで設定・調整してくだ
（音声が聞こえない場合は、ヘッドホンやパソコンの設定が『消音』になっていないガ
確認方法：スタート⇒設定⇒システム⇒サウンド⇒ボリューム： x印は消音。スライ
解除する。）

※ 一時停止する場合は右クリックし、

課税第二部

「一時停止」を選択してくi

法人課税課／, ' 
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制度の概要

外国関係会社等の判定

課税対象金額の算定等

申告書審理の確認手順

演習問題
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ー 制度の概要
(1)制度の趣旨

内国法人が、実質的活動を伴わない外国子会社等を通じて国
際取引を行うことによって、内国法人が直接国際取引をしだ
場合より税負担を軽減・回避し、結果として我が国におけるし
課税を免れる事態が生じ得る。 CFC税制は、このような租＼
税回避行為に対処するため、外国子会社等がペーパー・カン¥
パニー等である場合又は経済活動基準のいずれかを満たさな］
い場合には、その外国子会社等の所得に相当する金額を、内＼
国法人の所得（収益）の額とみなし、その所得の額を合算し
て課税する制度である。 【会社単位の合算課税】

また、外国子会社等が経済活動基準を全て満たす場合で
あっても、実質的活動のない事業から得られる所得（いわ
る受動的所得）については、内国法人の所得（収益）の額',
みなし、その所得の額を合算して課税することとしている
【受動的所得の合算課税】

ー 制度の概要
(2)制度の全体像
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・外国関係会社に係る株式等保有割合等が10%以上の居住者・内国法人等
・外国関係会社との間に実質支配関係がある居住者・内国法人等
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外国関係会社等の判定

(1)外国関係会社

外国関係会社とは、居住者・内国法人等が直接又は間接に50％を超える

分を有する外国法人及び居住者・内国法人との間に実質支配関係のある外国

法人をいい、次に掲げる外国法人とされている（措法66の6②ー）。 ＇ 
なお、外国関係会社の判定は、外国法人の各事業年度終了時の現況によりt

行う（措令39の20①)。

イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者及び口に掲げる外国法人（以下「居＼
住者等株主等」という。）の外国法人（口の外国法人を除く。以下イにおいて同 ； 
じ。）に係る次に掲げる割合のいずれかが50％を超える場合におけるその外国法人
（イ）居住者等株主等の外国法人に係る直接保有株式等保有割合及び居住者等株主等
のその外国法人に係る間接保有株式等保有割合を合計した割合

（口）居住者等株主等の外国法人に係る直接保有議決権保有割合及び居住者等株
のその外国法人に係る間接保有議決権保有割合を合計した割合

(lし）居住者等株主等の外国法人に係る直接保有請求権保有割合及び居住者等株一
のその外国法人に係る間接保有請求権保有割合を合計した割合 ，99  ̂

口 居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある外国法人 ／ 
ハ外国金融機関に該当する外国法人で、外国金融持株会社等に該当する部分対

国関係会社との間に一定の関係がある外国法人 ，,/ 』

2
 

外国関係会社等の判定

【外国関係会社の判定例】

内国法人x 内国法人Y
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外国関係会社等の判定

※外国関係会社の判定における間接保有株式等の考え方 ＼ 

外国関係会社の判定における間接保有株式等とは、居住者等
株主等が判定の対象となる外国法人の株主等である外国法人の＼
発行済株式等を50％超保有している場合等に、居住者等株主等i
がその株主等である外国法人を通じて間接に保有する株式等を＼
いう（措法66の6②ーイ（1)、措令39の14の2②)。したがっ ＼ 

て、他の内国法人を通じて保有する外国法人の株式等は、間接 ＼ 

保有株式等には含まれず、内国法人と外国関係会社の判定対象
となる外国法人との間に他の内国法人が介在している場合は、
その「他の内国法人」において、 CFC税制の適用を検討する
こととなる。 ＇ 

2
 

外国関係会社等の判定

［外国関係会社の判定における間接保有株式等割合の計算例】
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外国関係会社等の判定

【外国関係会社の判定における間接保有株式等保有割合の計算例］

ケース②

..................9........... ".....、
50％保有 l 

入．．．．．．．．．．．．．、．．．．．．．．．`．．．．．＂．．．．i
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外国関係会社等の判定

※実質支配関係とは

居住者又は内国法人（以下「居住者等」という。）と外国
法人との間にイ及び口に掲げる事実その他これに類する事実
が存在する場合におけるその居住者等とその外国法人との間
の関係とされている（措法66の6②五、措令39の16①)。
なお、措法66の6②ーイの規定（株式等保有割合等）に基

づいてその外国法人が外国関係会社に該当する場合には、実
質支配関係の判定は行わない（措令39の16①括弧書）。
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イ 居住者等が外国法人の残余財産のおおむね全部について
分配を請求する権利を有していること。

口 居住者等が外国法人の財産の処分の方針のおおむね全部
を決定することができる旨の契約その他の取決めが存在す
ること。
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外国関係会社等の判定

(2)納税義務者の範囲

外国子会社合算税制の適用を受ける内国法人は、外国関係会社の持株割合、議決
求権割合（以下「持株割合等」という。）の10％以上を直接及び間接に有する内国法
具体的には、イないし二に掲げる内国法人とされている（措法66の6①ー～四）。 ＼ 

なお、納税義務者の判定は、外国関係会社の各事業年度終了時の現況により行う＼．（
20①)。

イ 直接及び間接の持株割合等が10％以上である内国法人
口 実質支配関係のある内国法人
ハ内国法人との間に実質支配関係のある外国関係会社の他の外国関係会社に係る直

の持株割合等が10％以上である場合の当該内国法人（上記イを除く）
二 直接及び間接の持株割合等が10％以上である同族株主グループに属する内国法人

※
 

納税義務者の判定における間接保有の考え方

判定対象となる外国関係会社との間に1又は2以上の外国法人が介在し、株式
関係にある場合の間接保有割合の計算は、各連鎖段階の持株割合を乗じて計算す
舅互式による（措令39の14③).

" 

2
 

外国関係会社等の判定

【納税義務者の判定における間接保有のイメージ］
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2 外国関係会社等の判定

(3)特定外国関係会社

特定外国関係会社とは、次のイないしハに掲げる外国関係会社とされている（措；
6②二）。

イベーパー・カンパニー
次のいずれにも該当しない外国関係会社とされている（措法66の6②ニイ）。 ＼ 

（イ） その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定｝
有している外国関係会社（実体基準）

(O) その本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている
係会社（管理支配基準）

(Iし）外国子会社に係る持株会社である一定の外国関係会社
（こ）特定子会社に係る持株会社である一定の外国関係会社
（庫）特定不動産、資源開発等プロジェクトに係る一定の外国関係会社

※ 税務当局が、外国関係会社について上記（イ）ないし（京）に該当することを明・-
書類等の提出を求めた場合において、その提出がないときには、その外
は、上記（イ）ないし（ポ）に該当しないものと推定されることになる（措法66のI

" 
二，／＇

2 外国関係会社等の判定

口 事実上のキャッシュ・ポックス
総資産に比べて剰余金の配当等の受動的所得の占める割合が高い外国関ィ；

会社であり、その総資産額に対する一定の受動的所得（措法66の6⑥ーか
七まで及び八から十までに掲げる金額）の合計額が30％を超え、かつ、総
産額に対する有価証券等の資産の額の合計額の割合が50％を超える外国関り7

会社とされている（措法66の6②二口）．
なお、受動的所得のうち保険所得については、収入保険料に占める非関連

者等収入保険料の割合などを基に事実上のキャッシュ・ボックスの判定を行
うこととされている（措法66の6②ニハ）．

ハプラック・リスト国に所在する外国関係会社
税に関する透明性向上に向けた進捗が見られない国・地域としてOECD

G20が公表する、いわゆる「ブラック・リスト」の掲載国・地域を参考（
ながら、租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著し
十分な国又は地域を財務大臣が指定し、その国又は地域に本店又は主た
務所を有する外国関係会社とされている（措法66の6②二二）．／＇

なお、令和6年9月現在、指定された国又は地域はない。9’9’/

-'9’̀  

7
 



2 外国関係会社等の判定

(4)対象外国関係会社

対象外国関係会社とは、次のイないし二の蓉件（経済活動基準）のいずれかに該当しない外国関
定外国関係会社に該当するものを除く。）とされている（措法66の6②三）。 ＼ 

イ事業墓準（措法66の6②三イ）
外国関係会社の主たる事業が、特定事業（一定の株式等の保有、債券の保有、工業所有権や

供、船舶や一定の航空機の貸付け）でないこと。
口実体基準（措法66の6②三口）

外国関係会社が、その本店所在地国において、主たる事業を行うために必要と認められる事務所i
工場その他の固定施設を有すること．

）＼筐理支配基準（措法66の6②三口）
外国関係会社が、その本店所在地国において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること。

二非関運者基準又Iお所在地国基準
（イ）非関連者基準（措法66の6②三ハ(1))

主たる事業が、卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航字渾洪業又ば
（航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。）である場合、その事業を主として関連者1‘

間で行っていること．
(D)所在地国基準（措法66の6②三ハ(2))

主たる事業が前記（イ）以外の事業である場合、その事業を主として本店所在地国において行：

※ 税務当局が、外国関係会社について経済活動基準に該当することを明らかにする書類等の
合において、その提出がないときには、その外国関係会社は、経済活動基準の要件に該当し
されることになる（措法66の6④). 99 

2 外国関係会社等の判定

(5)部分対象外国関係会社

部分対象外国関係会社とは、経済活動基準の全てに該当する及
国関係会社（特定外国関係会社に該当するものを除く。）とされ
ている（措法66の6②六）。
なお、銀行業、金融商品取引業又は保険業を行う一定の部分対

象外国関係会社を外国金融子会社等という（措法66の6②七）。＼
部分対象外国関係会社に該当する場合は、会社単位の合算課税

はされないが、剰余金の配当等や受取利子等の受動的所得（特定
所得）を有する場合は、その部分についてのみ合算の対象となる
（措法66の6⑥)。

8
 



2 外国関係会社等の判定

(6)特定所得の範囲

特定所得の金額とは、次の金額をいう（措法66の6⑥)。

イ剰余金の配当等 卜その他の金融所得
口受取利子等 ｀ チ保険所得
ハ有価証券の貸付けの対価 リ固定資産の貸付けの対価
一有価証券の譲渡損益 ヌ無形資産等の使用料 ＼ 
ホデリバティブ取引に係る損益 ル無形資産等の譲渡損益＼
ヘ外国為替差損益 ヲ異常所得

※ 外国金融子会社等の特定所得の金額は、異常な水準の資本
に係る所得及び上記リないしヲの所得とされている（措法
66の6⑧)。

9/  

/ 9‘ 

9 / 

3 課税対象金額の算定等

(1)概要

内国法人に係る特定外国関係会社及び対象外国関係会社＼
（以下「特定外国関係会社等」という。）が、各事業年度に＼

おいて適用対象金額を有する場合において、請求権等勘案合＼
算割合を乗じて計算される課税対象金額に相当する金額は、 ＼ 
その内国法人の収益の額とみなして、特定外国関係会社等の ＼ 
各事業年度終了の日の翌日から 2ヶ月を経過する日を含むそ ＼ 
の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に
算入する（措法66の6①、措令39の14①)。

，
 



3
 

課税対象金額の算定等

※課税対象金額の計算イメージ

三三］※碑した方法を 変 更 ” - -

日弓ば云云可日忌五芦翌は
｝ 

' 
2 9 

/9’ 

/ 
J,9 

＇ 
/‘ 

/‘ 

9' 

3
 

課税対象金額の算定等

(2)基準所得金額の算定

基準所得金額は、原則として、特定外国関係会社等の各事業
の決算に基づく所得の金額につき、日本の法人税法の規定（本ま
法令）の例に準じて算定した金額と当該各事業年度において納衣
する法人所得税の合計額から子会社から受ける配当等の額等を控
除して算定するが、本店所在地国の法人所得税に関する法令の規
定（外国法令）により算定した所得の金額に所定の調整を加える
方法により算定することもできる（措令39の15①②)。 ' 

ただし、一旦選択した方法を変更する場合にはあらかじめ納矛：
地の所轄税務署長の承認を受けなければならないとされている
（措令39の15⑩)。

※ 本邦法令を選択する場合はPILを、
合はその外国における申告所得をベ
金額を計算することとなる。

10 



3 課税対象金額の算定等

(3)適用対象金額の算定

基準所得金額から、特定外国関係会社等の当該各事業年度開
始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額
及びその各事業年度において納付することとなる法人所得税の
額（確定した法人所得税の額）を控除して計算する（措令39¥ 
の15⑤)。

なお、ここでの欠損金額とは、基準所得金額がマイナスとな＼
る場合の金額となるが、対象となる外国法人（外国関係会社） ＼ 

が特定外国関係会社等に該当しなかった事業年度又は適用免除
規定（措法66の6R)により合算課税が免除される事業年度
において生じた欠損金額については含まれない（措令39の15
⑤-、⑦）。

3 課税対象金額の算定等
(4)課税対象金額の算定

適用対象金額に、特定外国関係会社等の各事業年度終了の時における請求権等
じて計算する（措法66の6①、措令39の14①).
イ 請求権等勘案合算割合

「請求権等勘案合算割合」とは、次に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ次に定
れている（措令39の14②-).
（イ）内国法人が外国関係会社の株式等を直接又は他の外国法人を通じて間接に有じて
外国関係会社の発行済株式等のうちにその内国法人の有する外国関係会社の請求権
株式等の占める割合

（口）外国関係会社が内国法人に係る被支配外国法人に該当する場合は、 100% ' 
(lし）内国法人に係る被支配外国法人が外国関係会社の株式等を直接又は他の外国法
接に有している場合は、外国関係会社の発行済株式等のうちにその内国法人に係
法人の有する外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合

（こ） （イ）及び(lし）に掲げる場合のいずれにも該当する場合は（イ）及び（｝し）に定める割口
口請求権等勘案保有株式等

「請求権等勘案保有株式等」とは、内国法人又はその内国法人に係る被支配
外国法人の株式等の数又は金額と請求権等勘案間接保有株式等を合計した数又I
令39の14②二）．
（注） 請求権勘案間接保有株式等の計算における間接保有割合の計算は各9連鎖

乗じて計算するいわゆる掛け算方式によることとされている，／

11 



3 課税対象金額の算定等

(5)課税対象金額の円換算

課税対象金額の計算は、全て特定外国関係会社等の会計帳簿＼
の作成に使用されている通貨ベースで計算し、内国法人の所得＼
に合算する際に円貨ベースに換算する（措通66の6-4、66の＼
6-19)。

原則：合算対象となる特定外国関係会社等の事業年度終了の日
の翌日から 2ヶ月を経過する日の電信売買相場の仲値
(TTM) 

例外：内国法人の上記の2ヶ月を経過する日を含む事業年度終
了の日の電信売買相場の仲値（TTM)
・継続適用が条件
・複数の特定外国関係会社等を有する場合は全ての特定＇
外国関係会社等に適用

3 課税対象金額の算定等
(6)会社単位の合算課税の適用免除

イ 特定外国関係会社の適用対象金額に係る適用免除 3 

特定外国関係会社については、租税回避リスクが高いこと
から、日本の法人税の実効税率等を参考に、想定される租税
回避リスクや企業の事務負担等を勘案して、各事業年度の租＼
税負担割合が30％以上（内国法人の令和 6年4月 1日以後に 1

開始する事業年度については27％以上）の場合におけるその＼
事業年度に係る適用対象金額について、合算課税の適用を免＼
除することとされている（措法66の6⑤-、令5改正法附則
48①)。
□ 対象外国関係会社の適用対象金額に係る適用免除

対象外国関係会社については、各事業年度の租税負担割
が20％以上の場合におけるその事業年度に係る適用対象金
について、合算課税の適用を免除することとされて／いる
法66の6⑤二）。

, 9̂ 9 
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3 課税対象金額の算定等
(7)租税負担割合の計算

租税負担割合は、外国関係会社の各事業年度の所得に対して課される租税の額を
当該所得の金額で除して計算した割合とされている（措令39の17の2①). ¥ 

この租税負担割合の計算については、事業年度ごとに次の算式で計算する。

A 無税国に所在する外国関係会社以外の外国関係会社

本店所在地国で 本店所在地国以外の国・地域で
諜される外国法人税 ＋ 課される外国法人税

本店所在地 本店所在地 損金算 損金算損金算入 益金算 還付外
国の法令に＋国の法令で十入支払十入外国＋されない＋入すベ一国法人
基づく所得 非課税とさ 配当 法人税 保譲準傭 き保蕨税

れる所得 金 準傭金

B 無税国に所在する外国関係会社

本店所在地国以外の国・地域で諫される外国法人税

決算に基づ費用計上 費用計上 損金算入益金算 受取還付外国
く所得（会計＋している＋している＋されない＋入すベー配当ー法人税 ，29 
上の利益） 支払配当 外国法人 保験準傭き保験

税 金 準傭金

3 課税対象金額の算定等

(8)部分適用対象金額に係る合算課税の要点

イ 会社単位の合算課税における経済活動基準（事業基準、実体基準、管理支配基＼
準、非関連者基準・所在地国基準）を全て満たして会社単位の合算課税が適用＼

されない場合であっても、特定所得の金額を有する場合には、その特定所得の ＇ 
金額に係る部分適用対象金額に請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額
（部分課税対象金額）に対して合算課税が適用される（措法66の6⑥).

口 部分課税対象金額をまずは外貨建て（部分対象外国関係会社の会計帳簿の作成
に使用されている通貨）で計算し、その金額を円換算する（措通66の6-4、'
66の6-19).
原則：部分対象外国関係会社の事業年度終了の日の2ヶ月後のTTM
例外：部分課税対象金額を合算する内国法人の事業年度終了の日のTTM

ハ適用免除基準あり（措法66の6⑩)
租税負担割合基準…租税負担割合が20％以上
金額基準…部分適用対象金額が2、000万円以下
割合基準…部分適用対象金額／決算に基づく所得の金額に相当する金額三5%

二合算所得は別表4で加算・流出 , 9’’’’9'‘ 
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4
 

申告書審理の確認手順

①

②

 

③
 

④ 

外国関係会社・納税義務者の確認【別表17(3)付表1】

特定外国関係会社の該当性の確認【別表17(3)付表2】 ’¥ 
⇒特定外国関係会社に該当する場合は④ヘ

ただし、租税負担割合が30%（令和6年4月1日以後開始事業年
は27%)以上の場合、合算課税は免除されるため検討終了。 ＼ 

特定外国関係会社に該当しない場合は③へ ］ 

経済活動基準の確認【別表17(3)付表2】
⇒経済活動基準のいずれかを満たさない場合は④ヘ

経済活動基準の全てを満たす場合は⑤ヘ
ただし、いずれの場合も租税負担割合が20％以上の場合、合算＝
は免除されるため検討終了。

会社単位の合算所得（課税対象金額）の確認【別表17(3の2
⇒合算所得は別表4で加算・流出とする。 ／ 29 

4
 

申告書審理の確認手順

⑤ ③の経済活動基準の全てを満たす場合の特定所得の確認
【別表17(3の3)、 (3の4)】

⑥ 特定所得がある場合の適用免除基準の確認
【別表17(3の3)、 (3の4)】
⇒適用免除基準を満たす場合には特定所得の合算課税は
行わない。

⑦ 合算課税をした場合の二重課税の排除
・外国税額控除
【別表17(3の5)、6(2)、6(2の2)】
・受取配当等益金不算入
【別表17(3の7)、 17(3の8)、8(2)】
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5
 

演習問題

次の事実関係を基に、内国法人の令和6年3月期のCFC
税制に係る別表を作成してみましょう。

【事実関係】
・内国法人の名称

国税物産(tt)(3月決算、以下「国税社」という。）
・外国法人の名称

Tax Co. ltd. (A国所在、 12月決算。以下「T社」という。）
・T社の概況

主たる事業は卸売業であり、 A国に事業上必要な事務所を有する。
A国において事業の管理・運営を行っている。
2023/12期が設立2期目の決算となる。

・国税社のT社株式保有割合
80%（種類株式の発行はなし。）

・為替レート (A国の通貨単位＝＄）
R 6.2.29現在 ＄1=150.00円 (TTM)

5
 

演習問題

・T社の2023/12期のP/Lは次のとおり（会計上の通貨単位は＄）。
なお、 「Sales」は、全て卸売業から生じたものである。
また、 「Dividendincome」は、 A国に所在するX社から2023年12

月に受け取った配当金であり、 T社は、 X社の全ての株式を2022年12
月から継続して保有している (X社の合算課税については考慮不要）．

,
 
.. 

,

;

 
.
 

.
 ,
¥
 

i,̀
¥ 

Income statement 
For the year ended December 31,2023 

Sales 10,000、000
（うち関連者分 8,000,000)

Cost of Goods Sold 8,000、000
（うち関連者分 6,400,000)

Gross Profit 2,000,000 
Operating expenses 1、500,000
Dividend income 300,000 
Profit before tax 800,000 
Provision for Income tax 75,000 
Net income 725,000 
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5
 

演習問題

・A国では、 A国内の法人から受け取る配当金には課税されない。
・A国では、支払配当等の額は損金の額に算入されない。
・基準所得金額の計算1ま本邦法令を選択している。
・T社のA国での申告事績は次のとおり。

事業年度

2022/12 

2023/12 

申告日

2023.3.31 

2024.3.31 

申告所得

$100,000 

$500,000 

法人所得税額

$15,000 

$75,000 

【解答】
●別表十七（三）付表一
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●別表十七（三）付表二（上段）
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●別表十七（三の二）
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●別表十七（三）（下段）
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添付対象外国関係会社の名称等に関する明細書
事業

年度
法人名

名 称 1 

本たの

店る所 国名又は地域名 2 
外

又事在

は務
所 在 地 3 

主所

国事
． ． 

業 年 度 4 ． ． 

主 た る 事 業 5

関
特定外国関係会社 特定外国関係会社 特定外国関係会社

対象外国関係会社 対象外国関係会社 対象外国関係会社

外国関係会社の区分 6 
外国金融寸象子外会l; 社等以外の 外部国分金対融象子外会国社関等係以会外社の

外国金融子会社等以外の

係 部分対 国関係会社 部分対象外国関係会社

外国金融子会社等 外国金融子会社等 外国金融子会社等

（ 円） （ 円） （ 円）

資本金の額又は出資金の額 7 

会
％ ％ ％ 

株式等の保有割合 8 

（ 円） （ 円） （ 円）

社 営 業 収 益又は売上高 ， 
（ 円） （ 円） （ 円）

営 業 利 益 10

の （ 円） （ 円） （ 円）

税 引 前 当 期 利 益 11

（ 円） （ 円） （ 円）

利 益 剰 余 金 12
名

所得に対する 租税の負担割合
％ ％ ％ 

（別表十七（三）付表二f39j又は「401) 13 

称企業る集外団国等関所係得会課社税の規該定当の造塁を受 14 該当・非該当 該当・非該当 該当・非該当
け 該当

貸借対照表、損益計算書、株主 貸借対照表、損益計算書、株主 貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変勁計算書、損益金処分 資本等変動計算書、損益金処分 資本等変勁計算書、損益金処分
表、勘定科目内訳明網書、本店 表、勘定科目内訳明細書、本店 表、勘定科目内訳明細書、本店

等 所在地国の法人所得税に関する 所在地国の法人所得税に関する 所在地国の法人所得税に関する

添 付 書 類 15
法令により課される税に関する 法令により課される税に関する 法令により課される税に関する
申告書の写し、企業集団等所得 申告書の写し、企業集団等所得 申告書の写し、企業集団等所得
課税規定の適用がないものとし 課税規定の適用がないものとし 課税規定の適用がないものとし
た場合に計算される法人所得税 た場合に計算される法人所得税 た場合に計算される法人所得税

の額に関する計算の明細書及び の額に関する計算の明紐書及び の額に関する計算の明細書及び
その計算の基礎となる書類 その計算の基礎となる書類 その計算の基礎となる書類

課適金用融対子象会金社額、等部部分分適適用対用象対金象額金又額は
16 税（別表十七（三の二）「26J、別表十七（三の

対 三）「1j又は別表十七（三の四） f9」)

象請求権等昇案合表円 割合
％ ％ ％ 

金（別表十七（三の r21」、別 七（三の 17 
三） f8」又は別表十七（三の四）f10」)

額

等
（ Pl) ( Pl) ( 円）

の課税対象金額、部分課税対象金額又は
金融子会社等部分課税対象金額 18 状（別表十七（三の二）f28」、別表十七（三の

況 三）f9J又は別表十七（三の119)「ll」)
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添付対象外国関係会社に係る株式等の保有割合等
事業に関する明細書
年度

法人名

外国関係会社の名称 II I 1事 業 年 度 21 

氏名又は名称 住所又は本店所在地
株式等保有割合 議決権保有割合 請求権保有割合 実質支配関係

居 直接 間接 直接 間接 直接 間接
3 4 5 6 7 . 8 ， 10 II 

住

／ 
％ ％ ％ ％ ％ ％ 

本 人 有 ・鉦99ヽヽ

者
居 同族？ 主グループ ／ 等 （本を除く。）

株 住

主
者

等

の

株 内

式
国

等

保
法

有 人

割
等

＾ ロ
そ 他11) 

等
％ ％ ％ 

A ロ 計

氏名又は名称住所又は本店所在地 株式等保有割合 議決権保有割合 請求権保有割合実質支配関係

同 12 13 14 15 16 17 

族
人／／／／／

％ ％ ％ 
本 有 ． 鉦ヽ9 9 ヽ

株

主
~ ~ 

グ

Jレ

I 

プ

の

株

式

等

保

有

割

＾ ロ

そ の 他 ~· 

等

＾ ロ

計
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添 付 対 象 外 国 関係会社に係る外国関係会社の区分及び
事業

所得に対する租税の 負担 割合 の計 算に 関す る明細書
年度

法人名

外国関係会社の名称 l 事 業 年 度 2

添付対象外国関係会社に係る外国関係会社の区分に関する明細

特 定 外 国 関 係 会 社 の 判 定

主たる事業を行うに必要と認められる固定施設を有する外国関係会社でないこと 3 該当・非該当・未判定

本店所在地国において事業の管理、支配及び運営を自ら行う外国関係会社でないこと 4 該当・非該当・未判定

ペーパー・カンパニー 外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする一定の外国関係会社でないこと 5 該当・非該当・未判定

特定子会社の株式等の保有を主たる事業とする等の一定の外国関係会社でないこと 6 該当・非該当・未判定

不動産の保有、石油その他の天然資源の探絋等又は社会資本の整備に関する事業の遂行上
7 該当・非該当・未判定欠くことのできない機能を果たしている等の一定の外国関係会社でないこと

総資産顛に対する一定の受動的所得の金額の割合が30％を超える外国関係会社（総資産額に対す
8 該当・非該当・未判定る一定の資産の額の割合が50％を超えるものに限る。）であること

キャッシュ・ポックス 非関連者等収入保険料の合計額の収入保険料の合計額に対する割合が10％未潰であり、 かあつる外、非国
関連者等支払再保険科合計額の関連者等収入保険料の合計額に対する割合が50％未満で 9 該当・非該当・未判定
関係会社であること

対 象 外 国 関 係 会 社 の 判 定

株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とする
10該当・非該当・未判定外国関係会社でないこと

経

統 括 会 社 特 例 の 適 用 11 有 無
済事業基準

事業基準
外 国 金 融 持 株 会 社 特 例 の 適 用 12 有 無の特例

活 航 空 機 リ ス 子 会 社 特 例 の 適 J11 13 有 無

動実体基準 本店所在地国において主たる事業を行うに必要と認められる固定厖設を有する外国関係会社であること 14該当・非該当・未判定

管理支配
本店所在地国において事業の管理、支配及び運営を自ら行う外国1l11係会社であること 15該当・非該当・未判定基基準

非関連者
非関連者取引割合が 50 %を超 える外国関係会社であること 16該当・非該当・未判定基準

準 所在地国
主として本店所在地国において事業を行う外国関係会社であること 17該当・非該当・未判定基準

部 分 対 象 外 国 関 係 会 社 の 判 定

特定外国関係会社及び対象外国関係会社以外の外国関係会社であること 18該当・非該当・未判定

清 算 外 国 金 融 子 会 社 等 で あ る こ と 19該当・非該当・未判定

(2) の 事 業 年 度 が 特 定 清 算 事 業 年 度 で あ る こ と 20該当・非該当・未判定

外 国 金 融 子 会 社 等 で あ る こ と 2l該当・非該当・未判定

所 得 に 対 す る 租 税 の 負 担 割 合 の 計 算

；当朔の決算上の 本

の利益又は欠損の額 22 店 本店所在迪国において
所 租 所 課される外国法人税の額 34 

所• 本店所在地国にお 在
金 ける課税所得金額 23 

地額
税 （ ％） 国

非課税所得の金額 24 の 所得の額に応じて税率が
得 高くなる場合に紡付した 36 

の 外 ものとみなされる税額

損金の額に : 入し
国

25 法
の 加

た支払配当 の額
額人 納付したものとみなして

損 金 の 額に算入し
26 

税 本店所在地国の外国法人・税 36 
た 外 国 法人税の額 のの額から控除される額

の額
金 保険準 百金繰入 27 限度 過額 本店所在地国外において

37 
計課される外国法人税の額

算保 険 準 備 金 28
額 取 崩 不 足 額

算 租税の額
38 

小 計 29 ((34）から (37)までの合計額）

の
％ 

(24)のうち配当等の額 30 
減 所得に対する租税の負担割合

39 
計 益金の額に算入した

31 器還付外国法人税の額

算
小 計 32 

算
(33) が零又は税欠の損負金担額と 40 

所得の金額 なる場合の租 割合

((22)又は (23))+ (29) - (32) 
33 
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特定外国関係会社又は対象外国関係会社の適用対象金
事業

額等の計算に関する明細書
年度

法人名

外国関係会社の名称 1 事 業 年 度 2

適 用 対 象 金 額 及び課税対象金額の計算

所得計算上の適用法令 3 本邦法令・外国法令 16 

当期の利益若し＜i玖損の額又1お所得金額 4 17 

減

損金の額に算入した法人所得税の額 5 18 

6 19 

加
算

ヽ 7 20 

8 小 計 21 

， 基 準 所 得 金 額 22
算 (4) + (11) -(21) 

10 繰越欠損金の当期控除額
23 

ヘ
(30の計）

小 計 II 
当期中に納付することとなる

24 
法人所得税の額

益填入した法N形財兌〇塁付額 12 当期中に還付を受けることとなる
25 法人所得税の額

減
子会社から受ける配当等の額 13 

適 用対象金額
26 (22) -(23) -(24) + (25) 

特定部分対象外国関係会社利株益額式
％ 

算 等の特定譲渡に係る譲渡利 14 請求権等勘案合算割合 27 

課 税 対 象 金 額 28
（ 円）

控除対象配当等の額 15 (26) X (27) 

欠 損 金 額 の 内 訳

度 控除未済欠損金 額 当 期 控 ―除 額翌 期 繰 越 額

事 業 年 (29) -(30) 

29 30 31 

-----―--

， 計

当 期 分 ー＾ ロ

計 ------

今

ヽ

別
表
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